実施計画書　記載例

１．課題名
　課題名は、全ての書類（研究等の概要、実施計画書、添付資料等）にて同一であること。

２．研究等の概要（目的、我が国における研究状況、学会等の見解及び申請研究内容等の概要を明記し、具体的な実施計画書または実験計画書は別記すること。）
　　
研究の目的
　　期待される研究成果
倫理に関わる調査・研究を実施する意義

　　別紙：「具体的な実施計画」または「具体的な実験計画書」　
下記の倫理的な配慮を満足し、円滑に実施することができる具体的な方法・手
順を記入する。
　　　　　※実験および調査に係る主体の用語について、以下の通りとする
　　　　　　研究責任者：研究および調査実施に責任を負う者。原則本学教員がこれに当たる。
　　　　　　研究分担者：研究責任者と共に研究および調査を遂行する者。
　　　　　　研究対象者：研究および調査の対象となる個人
　　　　　　研究協力者：研究対象者以外の研究に協力する者

３．研究を行う期間
　　研究倫理審査承認日～　研究成果を完結する日まで（日付を記載する）
（研究成果報告を終了するまで）
（費用の出所となる研究費等が支出することが可能な年度の末日）

４．研究等を行う具体的な場所
　　実験・調査の場所　「○○等」と書かず、すべて具体的（建物名および部屋番号）に、
実験・調査や分析行為と対応できるように記載する。　　

５．研究における倫理的配慮
　（１）研究の対象となる個人の人権擁護
（プライバシーの保護、個人情報の管理・保管・破棄の具体的方法を記入）
　　　・個人が特定できる内容の質問は原則として不要
　　　・同意書への住所や生年月日の記入は原則として不要
　　　・個人と特定できる映像資料の管理、そのことについての説明
　　　・個人情報の匿名化、取り扱い方の具体的あり方
　　　・研究期間中の個人情報の保管（漏洩しない取り扱い）、その方法
　　　・調査で収集したデータの入力のあり方、数量化のあり方
　　　・データ分析および保管の場所：セキュリティー上問題ないと思われる場所
（例：鍵のかかる書棚、ネットワークから切り離したPC等）
・電子データや紙情報など研究で取得した情報は、10年以上保管した後に廃棄すること。
ただし、この趣旨は検証が可能なように最低10年間は保存しておく義務を示したもので、10年後も研究上必要な場合には直ちに廃棄する必要はない。そのような場合には、例えば、「10年間保管した後、研究上必要がなくなった時点で速やかに廃棄する」というような記載も認められる。
・保管期間の途中で研究責任者が退職等により不在となる場合には、データを引き継ぐ研究者、
もしくは芸術系長などの管理者にデータの保管を託することを明記する。
・破棄の方法についても記載すること。
・研究成果を公表する場合には、個人が特定されないようにすること
　　　　＊上記事項について、対象となる個人に対し、説明を文書と口頭で行う。
　（２）研究等の対象となる個人（研究対象者）に理解と同意を得る方法
（説明の具体的な内容・同意取得の具体的手順を記し、書面の写し等も添付する。
同意を受ける方法については、以下を参考に、研究対象者に応じて検討し、その
経緯が分かるように記載する。）
・研究対象者の募集方法を明記する。
　　　・実験内容（調査内容）を説明し、それに伴う危険性、問題点を説明したうえで、
当該研究への参加について同意を求める。
　　　・実験（調査）への参加は文書と口頭で説明を行う。
　　　　・学齢期の児童等16歳未満の未成年者を対象とする場合は、手順として、保護者
に対しても説明を行ない、同意（代諾）を得る。研究の対象となる本人が、その
研究を実施されることについて自らの意向を表することができると判断される
ときには、研究対象者本人に対しても、その理解力に応じたわかりやすい言葉で説明
し、同意を得るよう努める。
・16歳以上の未成年者を対象とする場合は、保護者等による代諾に加え、研究対象
　者本人からも同意を受ける。ただし、実施しようとする研究が侵襲を伴わない場
合には、代諾者ではなく研究対象者本人から同意を受ける場合がある。
＊本学に所属する未成年者を対象とする場合は、原則保護者等による代諾は不
要とする。ただし、実施しようとする研究が侵襲を伴う場合や、個人の不利益
及び危険性等ある場合にはこの限りではない。
＊本学に所属する未成年者を対象とする場合は、原則上記手続きは行わない。
　ただし、個人の不利益及び危険性ある場合はこの限りではない。
・学校や病院などの施設を実験（調査）の会場にあてる場合は当該施設管理者の同意を
事前に得る。内容によっては行政組織や教育委員会の承認が必要となる。
同意を得たことがわかる文書（施設や組織の管理者からの承諾書）を添付すること。
・説明文書に「研究の目的」「課題内容」「所要時間」｢実施期間｣「個人情報の管理・
保管・破棄の方法」を記入し、連絡先として研究責任者及び研究倫理委員会の連絡先
を載せる。
＊責任者、分担者は惹起するであろう責任の所在を自覚し、想定される危惧について、
明快な説明を行う
・研究が精神的・肉体的の別に関わらず危険・不利益が生じると予想される場合はその
危険と対処法を明解に説明する。下記(3)
・実験(調査)が心身に対して不快な状態を引き起こす懸念がある場合は、その危険を説明し、医療・介護に関わる対応についても具体的に説明する。
・研究参加は「自由意思」によるものであり、参加を随時辞退・撤回しても不利益を被ることはないことを明記する。
　　
　　　　別紙：説明文書（学齢期の児童、青少年が理解できる文書）
　　　　　　　説明文書（保護者用）
同意書（学齢期・青少年など１６歳未満の場合は保護者）
同意書（１６歳以上１８歳未満の場合は本人および保護者）
＊未成年者(１８歳未満)
　　　　　　　同意撤回書
　　　　　　　調査用紙（アンケート等の調査を実施する場合には当該調査用紙を提供すること。
　　　　　　　このような調査用紙の回答は任意であり、拒否しても個人的に不利益を受けないこと、
　　　　　　　研究倫理委員会の承認を得て実施していることなどを説明すること）
　　　　　　　＊研究責任者および研究分担者の連絡先は、大学の電話番号およびメールアドレスを
記載すること。所属および職位（学生の場合は学年）を記載すること

（３）研究によって生じる個人の不利益及び危険性に対する配慮を具体的に記入する
こと。危険性がない場合は、安全である旨を理由とともに明記すること。
　　　　①精神・心理的侵略(知的労働・閉鎖環境・長時間拘束など)
　　　　　　・想定される危険な事象とその対応
　　　　②肉体的負荷
　　　　　　・想定される危険な事象とその対応

　　（４）費用の出所・・実施責任者の該当する研究費にチェックする。
　費用の出所は説明文書に記載すること
大学院生が指導教員の下で実施する研究の場合、大学で指導する研究の一環であることから実施経費の欄は自費とせず、教育研究経費等、該当する研究資金を記載する。


（2026年1月1４日改訂）
